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令
和
５
年
８
月
１
日
か
ら
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
支
給
限
度
額
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
 

 ◦◦
66
00
歳歳
以以
降降
もも
引引
きき
続続
きき
働働
くく
場場
合合
◦◦
（（
５５
頁頁
））
  

「
賃
金
が
下
が
る
と
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
」
に
お
け
る
「
受
給
で
き
る
条
件
は
…
」
の

箇
所
の
記
述
が
下
線
部
の
と
お
り
に
変
わ
り
ま
し
た
。
 

（
変
更
前
）
▶賃

金
が

36
4,
59
5
円
（
令
和
４
年
８
月
１
日
～
）
未
満
 

（
変
更
後
）
▶
賃
金
が

37
0,
45
2
円
（
令
和
５
年
８
月
１
日
～
）
未
満
 

 


